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1. 基本構想 教科書 9 章 I 2 
 国連憲章 関連条文を読み込むこと 1 
 1 条 1 項 “in conformity with the principles of justice and international law”が修飾 

     する動詞は？ 
 2 条 4 項 “war”ではなく“threat or use of force”である理由は？ 
 27 条 3 項 拒否権の存在理由は？ 
 39 条 連盟規約の関連規定（→第 1 回講義）との違いは？ 
 43 条 「特別協定は現在まで 1 つも締結されておらず」（教科書 216 頁） 

    その理由は？ 
 

2. 例外としての朝鮮戦争 
 朝鮮国連軍（教科書 622-623 頁） リンク先の“Resources”→“Documents”に関連文

書あり 
 決定は安保理、実施は特定の諸国 
 集団安全保障か、集団的自衛か？ 

 

3. 冷戦期 PKO 教科書 11 章 I 1 (1)、(2)(a) 
 具体例 UNEF II 

 第四次中東戦争（1973 年）への対応として派遣 
 安保理決議 340 (1973)  

 即時停戦と撤兵【パラ 1】 
 国連緊急軍（UNEF）を設置。詳細は事務総長に一任。【パラ 3】 

 事務総長報告（S/11052/Rev.1） 
 UNEF の目的【パラ 2】 

 停戦・撤兵の監視 
 戦闘再開の防止 

 全紛争当事者の全面的協力の下に活動（「同意原則」）【パラ 3】 
 指揮命令は、安保理の権威の下、事務総長が行う。指揮官は、安保理の

同意を得て事務総長が任命。【パラ 4(a)】 
 UNEF を構成する部隊は、安保理および全紛争当事者と協議の上、事務

総長が派遣を要請し、それを受け入れた国から派遣される【パラ 4(c)】 
 UNEF は、防御的武器しか持たず、自衛を除き武力行使をしない（「自衛

原則」）【パラ 4(d)】 
 UNEF は完全に中立に行動する（「中立・公平原則」）【パラ 4(e)】 
 費用は憲章 17 条 2 項の「経費」とする【パラ 7】 

 
1 藤田久一『国連法』（東京大学出版会、1998 年）、Bruno Simma et al. eds., The Charter of the 
United Nations: A Commentary, 3rd ed., Oxford University Press, 2012;  

https://www.un.org/en/about-us/un-charter/full-text
https://www.unc.mil/
https://peacekeeping.un.org/sites/default/files/past/unefii.htm
https://digitallibrary.un.org/record/93468/files/S_RES_340%281973%29-EN.pdf
https://digitallibrary.un.org/record/489408/files/S_11052_Rev-1-EN.pdf
https://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/BB00157819
https://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04730499
https://m.kulib.kyoto-u.ac.jp/webopac/EB04730499
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 安保理決議 341 (1973) （決議 340 と同じ頁に掲載されている。） 
 事務総長報告を承認【パラ 1】 
 UNEF の設立を決定。6 か月。【パラ 2】 

 「決定」 →国連憲章 25 条 
 
 財政 

 最初期 UNTSO, UNMOGIP 通常予算 
 UNEF, ONUC 財政危機を招く →教科書 612 頁注 8 の ICJ 勧告的意見 
 UNFICYP 当初は自発的拠出、その後分担金ベースに 
 UNEF II 分担金 現在に続くモデルに 

 総会決議 3101(XXVIII) パラ 2 

 平和維持活動（1973） 通常予算（1973） 

(a)常任理事国 63.15% 54.64% 

(b)先進国 34.78% 34.78% 

(c)途上国 2.02% 10.08% 

(d)最貧国 0.05% 0.5% 

 
 直近の基準 A/RES/76/239 

 

https://digitallibrary.un.org/record/191368/files/A_RES_3101%28XXVIII%29-EN.pdf
https://undocs.org/en/A/RES/76/239
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     なお、PKO ではない通常予算の分担比率は A/RES/76/238 に定められている。 
 

 2020-2021 時点での分担額上位 10 国はリンク先にある 
 

https://undocs.org/en/A/RES/76/238
https://peacekeeping.un.org/en/how-we-are-funded

